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事 故 概 要 

 

事故発生日時：令和４年８月 20日（土）午後３時 10分頃 

場 所：中郡大磯町             

損 害 物 件：鍵シリンダー及び鍵 

事故該当職員：大磯町消防署本署第２隊救急隊員 

事故の相手方：中郡大磯町             

事故発生状況：救急活動中に傷病者から依頼を受けた救急隊員が玄関を施錠し

たところ、鍵の先端が折れてシリンダー内に残り、シリンダー内

の折れた鍵が取り出せなくなり、鍵シリンダー及び鍵を破損さ

せた。 

対 応：事故の状況から被害者に過失がないため、事故により発生した 

費用（鍵シリンダーの修理費及び合鍵作成費）の全額を町が賠償 

する。 

損害賠償金額：26,300円 

       （内訳） 

       ・鍵シリンダーの修理費  25,300円 

       ・合鍵作成費        1,000円 

 

鍵の破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


